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検討会の設置目的及び検討事項 

○東日本大震災による原発停止以降、我が国のエネルギー需給構造は大きく変化。安定的かつ低廉なエネル
ギー調達が喫緊の課題。 

○このため、北米からパナマ運河を経由したシェールガス輸送、北極海航路、豪州からの液化水素輸送等エネル
ギー輸送ルートの多様化に対応した安定的な輸送を確保するため、我が国の技術・技能を活かした海運・造船
分野の戦略的な取組を検討。 

検討内容(案) ～海運・船舶・船員の三位一体の施策推進～ 

シェールガス輸送 

・現在2015年の完成を目指し拡張工事中のパナマ運河の安定的かつ効率的な利用条
件の確保(新料金、物理的通行要件等) 

・競争力のある次世代の高効率なLNG船の開発・投入 

・LNG船の一括発注に対応した受注力の強化及び資金調達の円滑化 

・高度な品質管理に対応できる優秀な船員の養成 

・国内入域後の安全対策 

北極海航路 

・航路の円滑な利用に向けた環境整備(手続き、料金等) 

・北極海特有の事情を勘案した船舶の安全対策(IMOにおける船舶安全基準の設定) 

・Polar Codeに対応した船舶の開発・受注 

・特別な知識・技能が求められる優秀な船員の養成 

・国内入域後の安全対策 

液化水素輸送 

・世界初となる液化水素運搬船の安全基準整備・IMOにおける国際基準化 

・大型液化水素輸送船の開発 

・高度な品質管理に対応できる優秀な船員の養成 

・国内入域後の安全対策 
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検討の進め方 

○本検討会によって得られた成果については、来年度の予算の要求等を念頭に、政府全体の重点施策として「成
長戦略」、「骨太の基本方針」に盛り込むべく、6月～7月を目途に一定のとりまとめを行う。 

当面の予定 

「成長戦略」 
「骨太の基
本方針」 

 
と
り
ま
と
め 

(

引
き
続
き
検
討
の
深
掘
り) 

１．検討会の設置目的・検討
の進め方 

 
２．我が国のエネルギー調達
を取り巻く状況 

 
３．我が国のエネルギー調達
の取組 

第1回 

(4月25日) 

(対象) 

・海運事業者 

・造船事業者 

・電気・ガス事業者 

・商社 

・金融機関 

関係者個別 

ヒアリング 

取り組むべき課
題と、今後の取
組の方向性(案)

について 

第2回～ 

(6月) 

６
～
７
月
に
、
中
間
と
り
ま
と
め 

年度内 

座長、副座長、
行政側にて対応 
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パナマ運河 

超低温（-253℃）の水素
の特徴に対応した安全要件 

日本

豪州

米国

パナマ運河

シェールガス

液化水素

未利用資源であり非常に安価
自然発火しやすく輸送困難

現在拡張工事中
2015年より新たな通航要件

褐炭

従来 次世代型

輸送効率を向上させる
ＬＮＧ運搬船のタンクの改良

2015年中の完成を 
目指し、拡張工事中 

★ 

ヤマル地域 

メルボルン★ 

褐炭から
水素を製造

褐炭

★ 
★ 

★ 

フリーポート 

キ
ャ
メ
ロ
ン 

コーブ 
ポイント 運航日数22日 

（西回りの場合は45日） 

新たなエネルギー輸送ルート 

将来的には我が
国のLNGの約3割
を米国から調達 

参考1 

運航日数約20日 

運航日数10日 

運航日数13日 
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参考2 
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